
 
田 主 丸 町 商 工 会 主 催  

社会保険労務士  

個別相談会  
 

働き方改革の推進のため、中小企業・小規模事業者の方々を対象に就業規則の作成方法、

非正規雇用労働者の処遇改善、過重労働対策、賃金規定の見直し、労働関係助成金の活用等

について、社会保険労務士による個別相談会を開催いたします。 

 

  【開催日時】 令和３年９月９日（木） １０時００分～１６時００分 

  【開催場所】 田主丸町商工会館 

【参 加 費】 無料 
 

              
 

 
 
 
 
 
 

※ 個別相談会への参加をご希望の場合は、下記の申込書をご記入のうえ、 

９月３日（金）までにＦＡＸ《０９４３－７３－０３１３》にてお申込み下さい。 

 

【社会保険労務士個別相談会申込書】 

事業所名 
 

代表者名 
 

参加者名 
 

連 絡 先  

希望時間帯 □10 時 00 分～  □11 時 00 分～  □13 時 00 分～  □14 時 00 分～  □15 時 00 分～ 

相談内容 

□残業時間の上限規制  □各種助成金の申請・活用  □３６協定 

□同一労働・同一賃金  □就業規則・賃金規定等の見直し  □テレワーク  

□育児・介護制度の整備  □年次有給休暇の取得義務付け  □人手不足 

□最低賃金制度  □無期転換制度  □生産性向上への対応 

□賃金制度全般  □職務分析・職務評価  □その他（        ） 
 

 

 

 

田主丸町商工会  事務局担当：長野 

TEL : 0943-72-2816   FAX : 0943-73-0313 

 

同一賃金同一労働時間 

３ 
 

時間外労働の上限 

１ 
 

有給休暇年 5日取得 

２ 

個別相談会後も、継続した支援をご希望の場合は、最大

６回まで、専門家が 無料 でお伺いいたします。 

「働き方改革」進んでいますか？ 


